
令和７年度集団指導

吹田市 福祉部 福祉指導監査室

障がい事業者担当

指定特定相談支援事業者等の
適切な事業運営について



指定特定相談支援等の事業を適切に運営いただくため、「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する

基準」等を基に作成しています。

（吹田市条例において上記の基準を準用しています。）

項目ごとに、運営指導における指導事項を記載していますので参考にしてください。

※ ●は運営指導における主な指導事項です。

それぞれ実施している事業の基準に読み替えてください。

この資料の留意事項について
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業務管理体制の整備と届出について

障がい者（児）施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
指定を受けた事業者は、根拠となる法律の条文ごとに、法令遵守責任者等の届出が必要です。

事業所又は施設が吹田市内にのみ所在する法人の届出先は、吹田市福祉指導監査室です。

代表者、法人名、事業所名、所在地、法令遵守責任者等に変更があった場合は、変更の届出を
行ってください。

業務管理体制に関する届出様式については、吹田市ホームページ（ページ番号：1013977）
「指定障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の届出」を確認してください。

・障がい者（児）施設・事業者の業務管理体制の整備・運用状況を確認するために、運営指導等に

より、業務管理体制に係る一般検査を実施しています。

・事業者におかれましては一般検査の実施に関わらず、法令遵守の取り組み状況が適切であるかなど

自己点検していただき、法令遵守体制の整備やコンプライアンス意識の向上に努めてください。
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https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/1023284/1013977.html
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指導
集団指導…吹田市内の全ての事業者を対象に動画配信により１年に１回実施します。

運営指導…吹田市の職員が、事業所を訪問し、関係書類の確認やヒアリング等を

行います。

監査
事業所内で虐待があった、またはこれが疑われる場合

重大な指定基準違反や、介護給付費等の請求について不正等が疑われる場合

  その他、通常の運営指導では改善が見込まれない場合等

監査の結果、不正等の基準違反を確認した場合、基準違反等の程度や内容を検討し、

違反の内容によっては、指定の効力の停止や、指定の取消等の行政処分を行う場合が

あります。

指導及び監査について



第５条 指定特定相談支援事業者は、計画相談支援対象障害者等が指定計画相談支援の利用の申込みを行った
ときは、当該利用の申込みを行った計画相談支援対象障害者等（以下「利用申込者」という。）に係る障害
の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第19条に規定する運営規程の概要その他の利
用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定計
画相談支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

２ 指定特定相談支援事業者は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第７７条の規定に基づき書面の交付
を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

【主な指導事項】
●利用契約を締結していない。
●重要事項説明書、契約書の書面について、利用申込者に係る障がいの特性に応じた適切な対応（拡大文字版、
ルビ版などの作成）がなされていない。

●重要事項説明書に、事故発生時の対応、苦情相談の窓口、苦情解決の体制及び手順、第三者評価の実施状況、
虐待防止委員会の設置等の必要な事項が記載されていない。

●重要事項説明書と運営規程の内容（営業時間、通常の事業の実施地域など）が相違している。

内容及び手続きの説明及び同意

重要事項説明書や契約書等を交付する際は、利用者の障がいの特性に応じ、ルビ版、拡大文字版、音声版を
作成するなど、適切に配慮された文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、利用申込者の同意を得てください。

重要事項説明書については、事業所の運営規程を基本として作成する必要があります。運営規程の内容を変更
する場合は、吹田市へ運営規程の変更届を提出してください。
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第６条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に

対し遅滞なく報告しなければならない。

２ 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画を作成したときは、その写しを市町村に対し遅滞なく

提出しなければならない。

【主な指導事項】

●市町村に対して、サービス等利用計画を提出していない。

サービス等利用計画、障害児支援利用計画は支給決定市町村へ提出してください。

【吹田市の提出先】
指定計画相談支援 → 福祉部 障がい福祉室
指定障害児相談支援 → 児童部 すこやか親子室

契約内容の報告等
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第７条 指定特定相談支援事業者は、正当な理由がなく、指定計画相談支援の提供を拒んではならない。

【主な指導事項】

●利用申込者に対し、正当な理由が無く、サービス提供を拒否している。

原則として、利用申込みに対して応じなければならないことを規定したものであり、特に、障害支援区分や所得の多寡を理由に

サービスの提供を拒否することを禁止するものです。

提供を拒むことのできる正当な理由は、一般的には以下のとおりとなります。

① 事業所の従業者の勤務体制では利用申込みに応じきれない場合

② 利用申込者の居住地が事業所の通常の事業の実施地域外である場合

③ 事業所の運営規程において、主たる対象とする障がいの種類を定めている場合であって、

      これに該当しない者から利用申込みがあった場合

④ その他利用申込者に対し自ら適切な指定計画相談支援を提供することが困難な場合

なお、体制整備加算である、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算又は高次脳機能障害支援

体制加算を算定している相談支援事業者にあっては、算定している各加算に対応した強度行動障がいを有する障がい児者、医療的ケ

アが必要な障がい児者、精神障がいを有する障がい児者又は高次脳機能障がいを有する障がい児者からの利用申込みがあった場合に、

利用者の障がい特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことはできません。

提供拒否の禁止



第９条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者

証又は地域相談支援受給者証によって、計画相談支援給付費の支給対象者であること、法第５条第23項に規

定する主務省令で定める期間、支給決定又は地域相談支援給付決定の有無、支給決定の有効期間又は地域相

談支援給付決定の有効期間、支給量又は地域相談支援給付量等を確かめるものとする。 

【主な指導事項】

●直近の受給者証の写しが保管されていない。

●直近の支給決定内容を把握していない。

指定計画相談支援の利用に係る計画相談支援給付費を受けることができるのは、支給決定障がい者等に

限られるため、指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供の開始に際し、利用者の提示する受

給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間等の状況を確かめなければなりません。

受給資格の確認
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第11条 指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に身分を証する書類を

携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなけ

ればならない。

【主な指導事項】

●従業者に身分証を携行させていない。

●身分証に「役職」、「事業所連絡先」等の記載がされていない。

利用者が安心して計画相談支援の提供を受けられるよう、指定特定相談支援事業者は、当該指定特定

相談支援事業所の従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者又はそ

の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければなりません。

なお、この証書等には、｢事業所の名称｣、｢従業者の氏名｣を記載するものとし、｢当該従業者の写真｣

の貼付や、｢職能｣の記載も行うようにしてください。

身分を証する書類の携行
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第14条 指定特定相談支援事業者は、法定代理受領により指定計画相談支援に係る計画相談支援給付費の支給

を受けた場合は、計画相談支援対象障害者等に対し、当該計画相談支援対象障害者等に係る計画相談支援給

付費の額を通知しなければ ならない。

２ 指定特定相談支援事業者は、第12条第１項の法定代理受領を行わない指定計画相談支援に係る費用の額の

支払を受けた場合は、その提供した指定計画相談支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載

したサービス提供証明書を計画相談支援対象障害者等に対して交付しなければならない。

【主な指導事項】

●利用者に対して、給付費の金額を記載した代理受領通知が発行されていない。

●代理受領する前に、利用者に通知している。

法定代理受領において、市町村から相談支援給付費の支払いを受けた場合は、本来の受領者である
利用者に対して、代理受領した金額を通知する必要があります。
給付費の支給を受けてから、本来の受領者である利用者に対して、代理受領した金額等を書面により

通知してください。

給付費の額に係る通知等
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第15条 指定計画相談支援の方針は、第２条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。
（１）指定特定相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の

作成に関する業務を担当させるものとする。
（２）指定計画相談支援の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利

用者の意思決定の支援に配慮するものとする。
（３）指定計画相談支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害
を有する者による支援等適切な手法を通じて行うものとする。

２ 指定計画相談支援における指定サービス利用支援の方針は、第２条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に
基づき、次に掲げるところによるものとする。
（１）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に

配慮しつつ、利用者の希望等を踏まえて作成するよう努めなければならない。
（２）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行

うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるよ
うにしなければならない。

計画の作成に係る業務は、相談支援専門員が行うこと。

利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮し、利用者の希望等を踏まえた計画を作成すること。

参照：厚生労働省通知（平成29年3月31日 障発0331第15号）
「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて」

サービス等利用計画の作成①
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（３）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、
指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援以外
の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画
上に位置付けるよう努めなければならない。

（４）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始に当たっては、利用者等によるサービスの選択に資す
るよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービスの内
容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供しなければならない。

（５）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心
身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が
自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握（以下「アセスメント」とい
う。）を行わなければならない。

（６）相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、
適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなけれ
ばならない。

（７）相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接しな
ければならない。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説
明し、理解を得なければならない。

計画の作成に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて、利用者
が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等を把握（アセスメント）を行うこと。

アセスメントに当たっては、利用者が居所において日頃生活している様子や生活環境等を実地で確認することが必要とな
るため、必ず利用者の居宅、障害者支援施設、精神科病院等を訪問し、利用者及びその家族に面接すること。

サービス等利用計画の作成②
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（８）相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は
指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応す
るための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的
な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス
等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第５条第23項に規定する主務省令で定める
期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成しなければならない。

（９）相談支援専門員は、サービス等利用計画案に短期入所を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自
立した日常生活又は社会生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認
められる場合を除き、短期入所を利用する日数が年間180日を超えないようにしなければならない。

（10）相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第19条第１項に規定する
介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者又はそ
の家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得なければならない。

（11）相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案を利用者等に交付し
なければならない。

アセスメントに基づき、利用者及びその家族の希望、解決すべき課題を明らかにした上で、提供される福祉サービス等に
ついて、目標及び達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、モニタリング
の実施標準期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成すること。

計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ること。

計画案を作成した際は、遅滞なく利用者等に交付すること。なお、計画案は５年間保存すること。

サービス等利用計画の作成③
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（12）相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、指定
障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、サービス担当
者会議（相談支援専門員がサービス等利用計画の作成のために当該変更を行ったサービス等利用計画案に位置付
けた福祉サービス等の担当者を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行う
ことができるものとする。）の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、
当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認した上で、担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければ
ならない。

（13）相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家
族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得なければならない。

（14）相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及び担当者に
交付しなければならない。

サービス担当者会議を開催し、計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から専門的な見地からの意見を求めること。

サービス担当者会議を踏まえた計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ること。

計画を作成した際は、遅滞なく利用者等及び担当者に交付すること。なお、計画は５年間保存すること。

【主な指導事項】

●アセスメントに当たり、利用者及びその家族と面接する際、利用者の居宅を訪問していない。

※通所事業所等の一時的な滞在場所のみを訪問して面接を行う場合、適切にアセスメントが行われたものとは認められない。

●サービス等利用計画案の利用者等への説明及び文書による同意を得ていない。

●サービス等利用計画案及びサービス等利用計画を利用者、担当者へ交付していない。

●サービス担当者会議の開催等による担当者への説明や専門的な意見の聴取を行っていない。

●サービス担当者会議の内容（開催日・参加者・聴取した意見等）を記録していない、又は記載内容が不十分。。

サービス等利用計画の作成④
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３ 指定計画相談支援における指定継続サービス利用支援の方針は、第２条に規定する基本方針及び前２項に規定する
方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。
（１）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握（利用者についての

継続的な評価を含む。以下「モニタリング」という。）を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉
サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支
援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申
請の勧奨を行うものとする。

（２）相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との
連絡を継続的に行うこととし、法第５条第24項に規定する主務省令で定める期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、
利用者等に面接するほか、その結果を記録しなければならない。

（３）前項第１号から第９号まで及び第12号から第14号までの規定は、第１号に規定するサービス等利用計画の変更
について準用する。

（４）相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居
宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入所又は入
院を希望する場合には、指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。

（５）相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退所又は退院しようとする利用者又はその家族か
ら依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言
を行う等の援助を行うものとする。

継続サービス利用支援①
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【主な指導事項】
●モニタリングに当たり、利用者及びその家族と面接する際、利用者の居宅を訪問していない。
※通所事業所等の一時的な滞在場所のみを訪問して面接を行う場合、適切にモニタリングが行われたものとは認め
られない。

●サービス等利用計画を変更する際、利用者等への説明及び文書による同意を得ていない。
●サービス等利用計画を変更する際、サービス担当者会議の開催等による担当者への説明や専門的な意見の聴取を
行っていない。

●定められた期間ごとに利用者又は障がい児の保護者へのモニタリングを行っていない。
●モニタリング結果が記録されていない、又は記載内容が不十分。

継続サービス利用支援②

サービス等利用計画の作成後においても、利用者及びその家族、各担当者等との連携を継続的に行うこと
により、計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題の把握（モニタリング）を行い、必要に応じて
計画及びモニタリング期間の変更を行うこと。

モニタリング期間ごとに、利用者の居宅、障害者支援施設、精神科病院等で面接を行い、その結果を記録
すること。なお、モニタリングの結果の記録は５年間保存すること。

（６）相談支援専門員は、利用者が現に指定就労移行支援又は指定就労継続支援を利用している場合であって、モニ
タリングの結果等を踏まえて就労選択支援の利用が必要と認められるときは、指定就労移行支援の事業を行う者
又は指定就労継続支援の事業を行う者と連携し、就労選択支援に関する情報の提供その他必要な援助を行うもの
とする。

（７）相談支援専門員は、利用者が指定就労選択支援を利用している場合には、法第５条第13項の評価及び同項の整
理の結果等を踏まえてサービス等利用計画の見直しを行うとともに、指定就労選択支援の事業を行う者と連携し、
必要な情報の提供及び助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行わなければならない。
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第18条 指定特定相談支援事業所の管理者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員その他の

従業者の管理、指定計画相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を

一元的に行わなければならない。

２ 指定特定相談支援事業所の管理者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業

者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

【主な指導事項】

●事業所のサービス提供方針や法令遵守等について、管理者が従業者への指揮命令を適切に行って

いない。

●法令に従った正しい報酬請求など、業務管理が適切に行われていない。

管理者の責務
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第19条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営に
 ついての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
（１）事業の目的及び運営の方針
（２）従業者の職種、員数及び職務の内容
（３）営業日及び営業時間
（４）指定計画相談支援の提供方法及び内容並びに計画相談支援対象障害者等から受領する費用及び

その額
（５）通常の事業の実施地域
（６）事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
（７）虐待の防止のための措置に関する事項
（８）その他運営に関する重要事項

【主な指導事項】

●運営規程と重要事項説明書の記載内容が相違している。

●運営規程に必要な事項が記載されていない。（虐待防止委員会の設置について等）

●運営規程が変更されていたが、変更の届出がされていない。

運営規程
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第20条 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対し、適切な指定計画相談支援を提供できるよう、指定特定相談支援
事業所ごとに、相談支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に指
定計画相談支援の業務を担当させなければならない。ただし、相談支援専門員の補助の業務については、この限りで
ない。

３ 指定特定相談支援事業者は、相談支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
４ 指定特定相談支援事業者は、適切な指定計画相談支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言
動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害
されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

【主な指導事項】
●勤務予定表が作成されていない。
●勤務予定表に従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係等が明記されていない。
●管理者及び従業者の勤務条件が雇用契約書等により明確になっていない。
●研修が計画的に実施されていない。又は一部の従業者しか研修を受けていない。
●研修の実施記録等が保存されていない。
●ハラスメントを防止するための方針が明確化されていない。

勤務体制の確保等

月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等
を明確にしてください。
雇用契約書や労働条件通知書等により、事業所の従業者であることを明確にしておく必要があります。
全ての従業者が研修を受けられるよう、研修計画を策定し、研修の記録や資料を保管してください。
職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、

従業者に周知・啓発してください。
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第20条の２ 指定特定相談支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定計画相談
支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務
継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 指定特定相談支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定特定相談支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を
行うものとする。

業務継続計画の策定等

業務継続計画（ＢＣＰ）の策定
感染症に係る業務継続計画（平時からの備え、初動対応、感染拡大防止体制の確立等）
災害に係る業務継続計画（平常時の対応、緊急時の対応、他施設及び地域との連携等）

研修の実施（年１回以上）

訓練（シミュレーション）の実施（年１回以上）
事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践する支援の演習等を実施

※ 感染症の業務継続計画に係る研修及び訓練については、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練と一体的に実施
しても差し支えありません。

※業務継続計画の策定等の取組が適切に行われていない場合、業務継続計画未策定減算が適用されます。

【主な指導事項】
●研修、訓練が定期的（年１回以上）に実施されていない。
●研修、訓練の実施内容が記録されていない。
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第22条 指定特定相談支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
２ 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
３ 指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号
に掲げる措置を講じなければならない。
（１）当該指定特定相談支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底
を図ること。

（２）当該指定特定相談支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
（３）当該指定特定相談支援事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期

的に実施すること。

【主な指導事項】
●従業者の健康診断の結果が適切に管理されておらず、従業者の健康状態が把握できていない。
●感染症の予防及びまん延の防止のための指針が整備されていない。
●感染対策委員会、研修、訓練が定期的に実施されていない。
●研修、訓練の実施内容が記録されていない。

衛生管理等

事業者は、従業員の清潔の保持及び健康状態について、管理を行うことが必要です。一覧表を作成するなど従業者の健康診断の
受診状況を把握してください。

感染症の予防及びまん延の防止のための措置
・感染対策委員会の開催（６月に１回以上）
・指針の整備（平常時の対策及び発生時の対応等）
・研修及び訓練（シミュレーション）を定期的に実施（年１回以上）
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第23条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、基本相談
支援及び計画相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数及び勤務の体制その他の利用申
込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

２ 指定特定相談支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定特定相談支援事業所に備え付
け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることがで
きる。

３ 指定特定相談支援事業者は、 第一項に規定する重要事項の公表に努めなければならない。

【主な指導事項】
●事業所の見やすい場所に重要事項の掲示がされていない。
（利用者等がいつでも閲覧できるよう、重要事項を記載した書面が備え付けられていない。）

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、基本相談支援及び計画相談支援の実施状況、相談支援専門員の有
する資格、経験年数及び勤務の体制等の重要事項を掲示すること。（ファイリングにより備え付けでも可）

体制整備加算（行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算又は高次脳機能障
害支援体制加算）を算定する場合については、各加算を算定するための要件となる研修を修了した相談支援専門
員を配置している旨が分かるよう、事業所内に併せて掲示する必要があります。

掲示等
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第24条 指定特定相談支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 指定特定相談支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

３ 指定特定相談支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場

合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。

秘密保持等

【主な指導事項】

●従業者の秘密保持について、就業規則又は雇用契約書、誓約書等に明記されていない。

●従業者の退職後における秘密保持が就業規則等に明記されていない。

●個人情報の使用について、利用者及び家族等から文書による同意を得ていない。

●利用者の家族等から使用同意を得る様式になっていない。

●家族の同意欄が、家族代表者のみとなっており、個人情報を使用する可能性のある他の家族全員から

同意を得られる様式になっていない。



23

第27条 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援又はサービス等利用計画に位置付け
た福祉サービス等に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受
け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

２ 指定特定相談支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければ
ならない。

（第３項～第７項は省略）

【主な指導事項】
●苦情解決に関する記録様式（報告書、台帳等）が作成されていない。
●苦情の内容が記録されていない。
●苦情の内容で「その後の経過」、「再発防止のための取組み」が記録されていない。

事業者は、利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、あらかじめ相談窓口、苦情解決
の体制及び手順等を定めおき、苦情があった際には、苦情の受付日、内容等を記録すること。

事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、
サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行ってください。

苦情解決
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第28条 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供により事故が発生した場合は、
都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

２ 指定特定相談支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければな
らない。

３ 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した

場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

【主な指導事項】
●事故・ひやり・はっと事例に関する記録様式（報告書、台帳等）が作成されていない。
●事故・ひやり・はっと事例が記録されていない。
●事故が発生した際に、利用者の家族、支給決定市町村等への連絡がされていない。
●事故の内容で「その後の経過」、「再発防止のための取組み」が記録されていない。
●事業発生時の対応マニュアル等が作成されていない。

利用者が安心して相談支援の提供を受けられるよう、事業者は、あらかじめ事故が発生した場合の対応方法を
定めておくこと。

事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、利用
者に対する賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければなりません。

事故発生時の対応
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第28条の２ 指定特定相談支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を

講じなければならない。

（１）当該指定特定相談支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者

に周知徹底を図ること。

（２）当該指定特定相談支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する

こと。

（３）前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

【主な指導事項】
●虐待防止委員会の内容が記録されていない。
●虐待防止のための指針が作成されていない。
●虐待防止のための研修が実施されていない、又は一部の従業者しか研修を受けていない。
●研修の実施内容が記録されていない。

虐待の防止

虐待の発生又はその再発を防止するための措置

・虐待防止委員会の開催（１年に１回以上）

・指針の整備（基本的な考え方、組織に関する事項、研修、報告方法等の方策、発生時の対応に関する基本方針等）

・研修を定期的に実施（１年に１回以上）し、実施内容を記録する

・虐待防止担当者の配置

なお、上記基準を満たしていない場合、虐待防止措置未実施減算が適用されます。
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第29条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに経理を区分するとともに、
指定計画相談支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

【主な指導事項】
●事業所ごとに経理が区分されていない。
●事業ごとに会計が区分されていない。

事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、事業ごとに当該事業の会計とその他の事業の会計を

区分しなければならないと規定されており、会計処理上、個々の事業、事業所単位で会計を区分する必要

があります。人件費、共益費、光熱水費といった共通の経費であっても一定の基準に基づいた振り分けが

必要です。

会計の区分
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第30条 指定特定相談支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
２ 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、 
当該指定計画相談支援を提供した日から５年間保存しなければならない。
（１）第15条第３項第１号に規定する福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録
（２）個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳

イ サービス等利用計画案及びサービス等利用計画
ロ アセスメントの記録
ハ サービス担当者会議等の記録
ニ モニタリングの結果の記録

（３）第17条の規定による市町村への通知に係る記録
（４）第27条第２項に規定する苦情の内容等の記録
（５）第28条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

【指摘事項】
●必要な記録が整備されていない。
●サービス提供に関する記録や給付費の請求根拠となる書類が５年間保存されていない。

記録の整備

事業者は、少なくとも次の記録については、サービスを提供した日から、５年以上保存しなければならない。
・サービス提供に関する諸記録
・サービス等利用計画案及びサービス等利用計画
・相談支援台帳
・苦情の内容等の記録
・事故報告書
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【計画相談支援費】
以下のいずれかに該当する場合は、所定単位数を算定できません。

（１）サービス利用支援
① サービス等利用計画の作成に当たって、アセスメントに係る利用者の居宅等への訪問による利用者及びその家族
への面接を行っていない。

② サービス等利用計画案について、利用者又はその家族へ説明を行っていない。利用者又は障がい児の保護者から
文書による同意を得ていない。

③ サービス等利用計画案及びサービス等利用計画を、利用者又は障がい児の保護者及び担当者へ交付していない。
④ サービス担当者会議の開催等による担当者への説明及び専門的な意見の聴取を行っていない。

（２）継続サービス利用支援
① 利用者の居宅等への訪問による利用者又は障がい児の保護者への面接を行っていない。
② サービス等利用計画の変更について、（１）の①から④に準じた手続を行っていない。

【注意事項】

●サービス利用支援、継続サービス利用支援は月額報酬のため、同一の月に複数回行っても１回しか算定できません。

●継続サービス利用支援を行った結果、利用者の状態に変化があり、新たな支給決定又は支給量の変更等の必要が生じ、

新たなサービス等利用計画を作成した場合、サービス利用支援費のみ算定できます。（月をまたいだ場合も同様）

※サービス利用支援を行った後、同一の月に継続サービス利用支援を行った場合は、両方算定できます。

給付費の算定について



取扱件数とは、１月間に実施した計画相談支援対象障がい者等の数の前６月の平均値を相談支援専門員の員数の
前６月の平均値で除して得た数をいいます。
ただし、基本報酬以外の加算や地域相談支援の事業として対応した件数は含めません。

●具体的な計算方法
月 1 2 3 4 5 6 7 8

対応件数合計（件） 45 45 60 45 45 50 60 75

うち計画相談 30 30 30 25 30 30 40 50

うち障害児相談 15 15 30 20 15 20 20 25

相談支援専門員数（人） 1 1 1 1 1 2 2 2

７月分の請求

計画相談支援対象障害者等の数（1月～6月の平均値） （45+45+60+45+45+50）÷6 ＝48.333… （A）

相談支援専門員の員数（1月～6月の平均値） （1+1+1+1+1+2）÷6 ＝1.166… （B）

取扱件数 （A）÷（B）＝41.428…（C） ≧40

基本報酬（Ⅱ）を算定する件数 （（C）－39）×（B）＝2.833 → 2 （小数点以下切捨て）

⇒計画相談支援の７月の請求件数の40件のうち、２件を基本報酬（Ⅱ）を算定する

８月分の請求

計画相談支援対象障害者等の数（2月～7月の平均値） （45+60+45+45+50+60）÷6 ＝50.833… （A）

相談支援専門員の員数（2月～7月の平均値） （1+1+1+1+2+2）÷6 ＝1.333… （B）

取扱件数 （A）÷（B）＝38.125…（C） ＜40

⇒計画相談支援の８月の請求件数の５０件すべて基本報酬（Ⅰ）を算定する

※基本報酬（Ⅰ）または（Ⅱ）の割り当ては、利用者の契約日が新しいもの（現在の日付に近いもの）から順に、

取扱件数の40以上に相談支援専門員の平均数を乗じて得た数（上記７月分の例では2件分）を先に（Ⅱ）を割り当て、

残りに（Ⅰ）を割り当てる。 （例）契約日：4月1日（1件目）、3月31日（2件目） 、3月30日（3件目）・・・
29

取扱件数の考え方
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機能強化型（継続）サービス利用支援費は、支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保
し、質の高いマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のマネジメントの質の向上に資することを目的と
するもので、次の要件を満たしているとして、吹田市に届出た場合に算定できる。

機能強化型(継続)サービス利用支援費

算 定 要 件 （Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ） （Ⅳ）

① 常勤かつ専従の相談支援専門員を２～４名以上配置している。
※１名以上は現任研修修了者・（Ⅳ）は専従の相談支援専門員

●
4名以上

●
3名以上

●
2名以上

●
2名以上

② 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的と
した会議を定期的に（概ね週１回以上）開催している。

● ● ● ●

③ ２４時間連絡可能な体制を整備している。 ● ●

④ 新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、現任研修を修了した相談支援専門員
の同行による研修を実施している。

● ● ● ●

⑤ 基幹相談支援センター等から支援困難ケースが紹介された場合に、当該ケースを
受託する体制を整備している。

● ● ● ●

⑥ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。 ● ● ● ●

⑦ 協議会に定期的に参画し、協議会の構成機関等の連携の緊密化を図るために必要な
取組を実施している。

● ● ●

⑧ 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画している。 ● ● ●

⑨ １人の相談支援専門員の取扱件数（前６月平均）が４０件未満である。 ● ● ● ●
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情報公表未報告減算
利用者が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるよう、事業者は、障害

福祉サービス等情報公表システム（WAM NET）を通じて、情報公表対象支援情報（サービスの内容、
事業所の運営に関する情報、経営情報）を、吹田市へ報告しなければなりません。

システム上で、情報が未報告となっている事業所は、利用者全員について減算を適用する必要が

あります。

【減算期間】

情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない事実が生じた月の翌月から、報告を行っていない

状況が解消されるに至った月まで

【減算割合】

所定単位数の５％を減算

報告の期限（障害福祉サービス等事業者経営情報を除く）

・基準日（４月１日）以前において指定を受けている事業者については、毎年７月末まで

・新たにサービスの提供を開始する事業者は指定を受けた日から１月以内

障害福祉サービス等事業者経営情報の報告期限

・当該障害福祉サービス等事業者の毎会計年度終了後、３月以内

※経過措置として、令和７年度内に実施されるべき報告（令和６年１月1日から同年12月31日の期間中に開始した会計年度に
    関する報告）に限り、令和８年３月31日までに報告
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業務継続計画（BCP)未策定減算

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供

できる体制を構築するため、業務継続計画の策定の徹底を求める観点から、以下の措置

が講じられていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

・感染症及び非常災害の両方の業務継続計画の策定

・当該業務継続計画に従い従業者に対する研修及び訓練の実施（１年に１回以上）

【減算期間】

減算が適用される要件に該当した月の翌月から、基準に満たない状況が解消されるに

至った月まで

【減算割合】

所定単位数の１％を減算
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虐待防止措置未実施減算

以下の措置を講じていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

（１）虐待防止委員会の定期開催（１年に１回以上）

（法人単位での開催や身体拘束適正化検討委員会と一体的に開催することも可能）

（２）虐待防止のための研修の実施（１年に１回以上）

（３）虐待防止担当者の設置

【減算期間】

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで

【減算割合】

所定単位数の１％を減算



34

継続サービス利用支援の実施時において、利用者の居宅等を訪問し利用者に面接することに加えて、サービス等利用
計画に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握した計画の
実施状況について説明を行うとともに、担当者から専門的な見地からの意見を求め、計画の変更その他必要な便宜の提
供について検討を行った場合に算定できる。

【注意事項】
●サービス担当者会議において検討した結果、計画変更を行った場合、サービス利用支援費を算定することと
なるため、当該加算は算定できません。

●医療・保育・教育機関等連携加算を算定する場合、当該加算は算定できません。

継続サービス利用支援の実施時又はそれ以外の機会において、サービス等利用計画に位置付けた障害福祉サービス
等を提供する事業所又は当該障害福祉サービス等の提供場所を訪問し、サービス提供場面を直接確認することにより、
サービスの提供状況について詳細に把握し、確認結果の記録を作成した場合に算定できる。

（記録する内容）
① 障害福祉サービス事業所等におけるサービスの提供状況
② サービス提供時の利用者の状況
③ その他必要な事項

サービス担当者会議実施加算

サービス提供時モニタリング加算
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【注意事項】
●事業所の変更や転居等に伴い、別の事業所が新規で計画を作成する場合であっても、相談支援事業所が変更と
なるだけでは、初回加算は算定できません。

初回加算は、次のような場合に算定できる。

①新規にサービス等利用計画を作成する場合
（計画相談支援を利用せずに障害福祉サービス等を利用している計画相談支援対象障がい者等の計画を作成する
場合も含む）

②利用者が、障害福祉サービス等を利用する月の前６月間において障害福祉サービス等を利用していない場合
③計画相談支援に係る契約をした日から計画案を交付した日までの期間が３か月を超える場合であって、３か月が
経過する日以後に月２回以上、利用者等に面接した場合

※③の要件を満たす場合、所定単位数に当該面接を行った月の数(３を限度)を乗じて得た単位数を加算する。
（初回加算の算定月から、前６月間において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合を除く）

初回加算
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利用者が、病院、診療所に入院するに当たり、病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況、生活環境等の必要
な情報（基本情報、利用者の状態、支援における留意点等、家族・世帯の状況、生活の状況、受診・服薬の状況等）を
提供した場合に、利用者１人につき１月に１回を限度として算定できる。

①入院時情報連携加算（Ⅰ）
医療機関へ出向いて、当該医療機関の職員と面談し、必要な情報を提供した場合

②入院時情報連携加算（Ⅱ）
①以外の方法により必要な情報を提供した場合

※情報提供を行った日時、場所(医療機関へ出向いた場合)、内容、提供手段(面談、ＦＡＸ等) 等について記録を
作成し、５年間保存してください。

病院、診療所、障害者支援施設等へ入院、入所をしていた利用者が退院、退所し、障害福祉サービス等を利用する
場合に、退院、退所に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、
計画を作成し、障害福祉サービス等の利用に関する調整を行い、当該利用者が障害福祉サービス等の支給決定を受け
た場合に、３回分を限度に算定できる。ただし、初回加算を算定する場合、当該加算は算定できない。

※情報提供を受けた場合には、職員名や面談日時、その内容の要旨及び計画に反映されるべき内容に関する記録を
作成し、５年間保存してください。

入院時情報連携加算

退院・退所加算
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障害福祉サービス等を利用していた利用者が、就学、進学する場合又は通常の事業所に新たに雇用される場合であって、保育所、小
学校、特別支援学校、雇用先の事業所又は障害者就業・生活支援センター等の関係機関へ引き継ぐ場合において、一定期間を要するも
のに対し、相談支援専門員が、次の①から③に該当する業務を行った場合に算定できる。

障害福祉サービス等を利用している期間は、１月につき①から③までのそれぞれに定める単位数（月２回を限度）を合算して算定し、
障害福祉サービス等の利用を終了した日から６月以内においては、１月にそれぞれに定める単位数を合算して算定する。
※入院時情報連携加算、退院・退所加算を算定する月を除く

①関係機関への情報提供
関係機関に対して障がい児の心身の状況等の必要な情報を提供し、関係機関における障がい児の支援内容の検討に協力する場合

②障がい児等への訪問による面接
障がい児が保育所等に通い、又は通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月２回以上、障がい児の居宅を訪問し、障がい児

及びその家族に面接する場合
※障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費を算定する月を除く

③関係機関が開催する会議への参加
障がい児が保育所等に通い、又は通常の事業所に新たに雇用され、関係機関による支援を受けるに当たり、関係者が開催する

障がい児の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る会議に参加する場合
 ※障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費を算定する月を除く

※①は、情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段(面談、ＦＡＸ等)等
②は、面接日時、その内容の要旨
③は、会議の出席者や開催日時、検討した内容の要旨及びそれを踏まえた対応方針
に関する記録を作成し、５年間保存してください。

保育・教育等移行支援加算



次の①から③に該当する場合に算定できる。

①福祉サービス等提供機関の職員との面談等
病院、訪問看護事業所、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等の福祉サービス等提供機関

（障害福祉サービス等事業者を除く。）の職員との面談又は会議により、利用者に関する必要な情報の
提供を受けた上で、サービス利用支援又は継続サービス利用支援を行った場合に、
利用者１人につき１月に１回を限度として算定できる。
※初回加算及び退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所をする施設の職員のみから情報
の提供を受けているときは算定できない。

②利用者への通院同行
利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して利用者の心身の状況、

生活環境等の必要な情報を提供した場合に、１月に３回（同一の病院等は１月に１回）を限度として算定
できる。
※サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費を算定する場合に限る

③福祉サービス等提供機関への情報提供
福祉サービス等提供機関からの求めに応じて利用者に関する必要な情報を提供した場合
※サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費を算定する場合に限る

※情報提供を受けた場合には、相手や面談日時、その内容の要旨及び計画に反映されるべき内容に関する
記録を作成し、５年間保存してください。
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計画決定月及びモニタリング対象月以外において、次の①から⑤のいずれかの業務を行った場合に算定できる。
（①から③については、利用者１人につき１月に１回を限度）

※サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費を算定する月を除く

①利用者等への訪問による面接
利用者又は市町村等の求めに応じ、月２回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する場合

②サービス担当者会議の開催
サービス担当者会議を開催し、計画の変更等について検討を行う場合

③関係機関が開催する会議への参加
福祉サービス等提供機関が開催する会議に参加し、利用者のサービス利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合
※入院時情報連携加算(Ⅰ)又は退院・退所加算を算定する月を除く

④利用者への通院同行
利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の

必要な情報を提供した場合に、１月に３回（同一の病院等は１月に１回）を限度として算定できる。

⑤福祉サービス等提供機関への情報提供
福祉サービス等提供機関からの求めに応じて利用者に関する必要な情報を提供した場合に、
(1)病院等及び訪問看護ステーション等、(2)福祉サービス等提供機関((1)を除く)ごとに、利用者１人につき１月に１回を限度

※①は、 面接日時、その内容の要旨
②③は、会議の出席者や開催日時、検討した内容の要旨及びそれを踏まえた対応方針
に関する記録を作成し、５年間保存してください。

39

集中支援加算



40

＜参考＞

【障がい福祉サービス等事業者のホームページ】

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/index.html
（ホームページ内検索用ページ番号 1022381）

【障がい福祉サービス事業者等集団指導のホームページ】

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/1039006.html
（ホームページ内検索用ページ番号 1039006）

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/index.html
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/1039006.html
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